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大会発表報告  

 

地域における児童養護施設の役割  

〜東京育成園がＡ地区に担う役割〜  

 

朝倉綾香  伊藤正規  鹿山香純  鈴木美里  土屋龍生  久島士郎  

（児童養護施設  東京育成園）  

 

抄録：児童養護施設は単なる居住型施設としてだけでなく、子どもと家族の支

援、里子・里親支援、地域の子ども子育て支援を行うなど専門機能を備え、さ

らに多機能化した施設として地域住民のニーズに対応できる施設運営が求めら

れている。そこで本研究では東京育成園が所在するＡ地区のニーズを把握し、

東京育成園が担う役割を明らかにすることを目的とした。研究の結果、地域の

子育て世帯のニーズとして、①児童館のような、子どもが過ごせる遊び場、②

子育てに関する専門的な相談が出来る所、の２点が確認できた。一方、世田谷

区内の小中学生への調査から放課後に児童館で過ごす子どもは少ないものの、

「ホッとでき、安心していられる場所」には「好きなことをして自由に過ごせ

る」等を求めており、当園が子どものニーズを満たせる場所として役割を果た

すことができる可能性が推察された。今後は分析を進め、よりＡ地区の実態に

あった支援について研究していく。  

キーワード：児童養護施設、地域の子育て支援、居場所   

 

１．はじめに   

東京育成園（以下、当園）は東京都世田谷区にある児童養護施設である。児童定員は

5 5名で、小舎制の本園（男女混合縦割り６名定員の小規模グループケア×５ホーム）と

グループホーム（男女混合縦割り４～５名定員×６ホーム）によって構成され、ホーム担

当職員は各ホームに４～５名が配置されている。  

当園では、 2 0 1 1年度より「専門性の向上」の具現化として、ワークショップを立ち上

げている。当園職員個々人の専門性向上を図るために創設され、園内外で開催される研修

などによる座学だけでなく、自らが考え、新たな知識を得ることを目的としている。ワー

クショップの取り組みでは当園職員がグループに分かれ、それぞれテーマを設定し研究を

行っている。研究期間は３年単位で１期としており、テーマ設定は、児童養護施設におけ

る日々の実践の中から身近な課題を中心に、当園職員へのアンケートによって設定してい

る。本研究はそのワークショップのうち「地域における児童養護施設の取り組み」をテー
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マとしたグループによるものであり、今年度で５年目となった。  

 平成 2 4年厚生労働省「児童養護施設運営指針」では、児童養護施設運営指針の目的と

して、「この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよ

く生きること ( w e l l - b e i n g )を保障するものでなければならない。また社会的養護には、

社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、児童養護施設を社会に開かれたものとし、

地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そこで暮らす子どもたちに

一人一人の発達を保障する取組を創出していくとともに、児童養護施設が持っている支援

機能を地域へ還元していく展開が求められる。」と記載されており、地域における児童養

護施設の役割が大きいと推測される。また、平成 2 8年に可決された厚生労働省「社会福

祉法人制度改革について」では、「地域における公益的な取組を実施する責務」として、

社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供

することを責務として規定している。これらのことから、児童養護施設の役割として、当

園の子どもたちへの支援のみならず、地域にも目を向けていくことが求められている。そ

こで、当園が世田谷区Ａ地区にある児童養護施設として、地域で担える役割を検討し明ら

かにしていくことを目的とした。  

 

２．昨年度までの調査の状況とその結果  

 Ａ地区の子どもや子育てに関わる課題の把握と実態調査のため、地域内の子どもに関わ

る団体を対象にアンケート調査・インタビュー調査を行った。アンケート調査は令和３年

７月～８月に小学校（１施設）、中学校（１施設）、児童館（１施設）を対象に実施し、

令和４年 1 0月には幼稚園（１施設）を対象に実施した。インタビュー調査は令和３年７

月に社会福祉協議会（１団体）、プレーパーク（１団体）、令和３年 1 2月に子ども食堂

（１団体）、令和４年６月に保育園（１施設）、地域子育て支援コーディネーター（１団

体）、世田谷区子ども家庭支援センター、令和４年９月におでかけ広場（１団体）を対象

に実施した。その結果、Ａ地区では「相談先」、「居場所や地域のつながり」、「一時預

かりを含めた子育て支援」が求められているということが分かった。  

 考察として、上記の求められる支援に対し、当園が果たせる役割を提案した。「相談先」

については、当法人の子ども子育て研究所での相談対応の充実、夜間の相談対応、 S N Sや

H Pなどを通した情報発信、「居場所や地域のつながり」については、子ども食堂等の子

どもの居場所作り、地域団体とのネットワーク構築、「一時預かりを含めた子育て支援」

では、ショートステイやトワイライトなどの一時預かり、家庭訪問型支援、発達に課題が

あるが診断がつかない子どもへのサポート、といった役割を当園が地域において担えるの

ではないかと考えた。  
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３．Ａ地区の子育て世帯へのアンケート調査  

 Ａ地区の実態調査の結果を踏まえ、当園が地域において担える役割を提案したが、実際

に子育て世帯のニーズに合っているか不明であるという課題があった。そのため、Ａ地区

の子育て世帯が利用する施設・団体の利用者の方へのアンケート調査を実施した。実施時

期は施設・団体の都合に合わせた令和６年２月～５月の間の１カ月間である。対象施設は

子ども食堂 (３団体 )、おでかけ広場（２団体）、子育てサロン（３団体）、保育園（１

施設）、幼稚園（１施設）、児童館（１施設）、学童保育施設の新ＢＯＰ（２施設）の計

１３カ所であり、アンケート方法は紙面回答の他に、二次元コードを読み取るインターネ

ットからの回答も可能とした（資料１）。  

 各協力団体において約１か月間アンケート回収を行った結果、子どもの人数の個別集計

としては 2 7 0名、世帯数としては 1 6 1世帯の回答が集まった。アンケート項目の１つに、

当園が所在する地区の支援に関するニーズ把握を目的として回答した世帯の居住地域を設

けた結果、総数の約半数がＡ地区における回答であった（図１）。  

全体の結果から見た家庭からの要望は、④「児童館のような、子どもが過ごせる遊び場」

が 1 3 2と最も多くの回答が集まり、次に多かったのは、①「子育てに関する専門的な相談

が出来る所」であった（図２）。  

これらの要望が地域によって差があるかを分析したが、１番目（④「児童館のような、

子どもが過ごせる遊び場」）、２番目（①「子育てに関する専門的な相談が出来る所」）

に回答が集まった支援ニーズに地域差は生じなかった（図３）。  

上記の結果を受け、「児童館のような、子どもが過ごせる遊び場」について考察を行っ

た。「児童館のような、子どもが過ごせる遊び場」が、どの地域においてもニーズが高い

ことについては、近隣にある児童館の場所が関係していると考えた。Ａ地区には児童館が

無く、近隣にある２つの児童館を利用している子どもが多いと推察されるが、大きな道路

を渡る必要がある、距離が遠い等の理由により、小学生の子どもにとって利用しにくい場

所であることが窺える。今後、Ａ地区に児童館が開設される計画もあるが、児童館がある

地域を含むと思われる「その他」地域の世帯からの回答においても、児童館のような遊び

場の項目が１番高いことからも、児童館が開設されたとしても「児童館のような、子ども

が過ごせる遊び場」に関するニーズは一定程度あることも推察される。  
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図１  地域別のアンケート収集結果  

 

図２  地域の家庭からの要望（複数回答）  
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図３  要望についての地区別分析  

 

４．世田谷区小学生・中学生調査報告書との比較分析  

当園が実施したアンケートでは回答者が養育者に限定されていたため、世田谷区が子ど

もを調査対象として令和６年３月に報告した「世田谷区小学生・中学生調査報告書」との

比較分析を行った。当報告書の調査期間は令和５年 1 0月２日から 1 0月 2 3日であり、対象

児童については、小学生は「世田谷区の区立小学校に通う児童」、中学生は「世田谷区に

居住する 1 2～ 1 4歳の子ども」である。  

 世田谷区小学生・中学生調査報告書によると、放課後の過ごし方として「児童館」を選

ぶ子どもは少ないが、理由としては「行く暇がないから」「他に楽しい場所があるから」

「家から遠いから」等があげられている。当園が実施したアンケート調査結果（養育者に

よる回答）と「世田谷区小学生・中学生調査報告書」（子どもによる回答）の比較分析よ

り、養育者としてニーズの高い児童館のような遊び場について、子どもはあまりそのよう

な場所を求めていないと受け止められる結果となっている。一方、ほっとできる居場所に

ついての調査では、「ホッとでき、安心していられる場所」として「友達や家族とたくさ

んおしゃべりができる」「好きなことをして自由に過ごせる」「いつでも行きたい時に行

ける」「一人で過ごせたり、何もせずのんびりできる」等があげられており、「児童館の

ような、子どもが過ごせる遊び場」の在り方によっては、子どものニーズを満たせる場所

として役割を果たすことができる可能性が推察された。  
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５．今後の課題と展望  

当園が実施したアンケート調査分析の結果、「児童館のような、子どもが過ごせる遊び

場」と「子育てに関する専門的な相談が出来る所」のニーズの高さが確認された。しかし、

どちらのニーズにおいても具体的に求められる機能や在り方についての考察が十分に行い

きれていないという課題が残った。また、「世田谷区小学生・中学生調査報告書」との比

較分析も十分に行いきれていない。  

そのため、実際に他団体が実践している児童館や子どもの居場所の在り方についての調

査や「世田谷区小学生・中学生調査報告書」との比較分析を行うことで、養育者ニーズと

子どもニーズの双方から求められるニーズ及び、より具体的な機能についての考察を深め

ていきたい。  

上記取り組みを通し、よりＡ地区の実態にあった支援について研究していく。  

 

資料１  アンケート調査の内容  
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